
報告第６号  

 

   専決処分の報告について 

 

 工事請負契約の変更について、別紙のとおり専決処分したので、地方自治法

第１８０条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年３月２５日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  
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報告第６号説明資料 

 

 

１ 工 事 名 

  令和３年度おおね公園温水プール棟熱源機器更新工事 

２ 工事場所 

  秦野市鶴巻地内 

３ 変更理由 

  新型コロナウイルス感染症による都市封鎖の影響により、ベトナム社会主

義共和国の工場で製造する熱源機器の資機材について、納期に遅延が生じま

した。 

このことから、５７日間の工期延長が必要となったことに伴い、共通仮設

費等を変更したものです。 

４ 変更概要 

 (1) 共通費の比率 

変更項目 変更前 変更後 

共通仮設費率 ２．２５パーセント ２．６２パーセント 

現場管理費率 ６．８１パーセント ７．８９パーセント 

一般管理費等率 １１．０６パーセント １１．０４パーセント 

※ 共通仮設費は、安全費、準備費、役務費等を、現場管理費は、労務管

理費、安全訓練等に要する費用等を、一般管理費等は、従業員の給料、

法定福利費、保険料等を指します。 

  

(2) 工期 

  ア 変更前 

     令和３年６月２２日から令和４年３月１４日まで 

  イ 変更後 

    令和３年６月２２日から令和４年５月１０日まで 


